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（注）

本書に掲載する事項は、令和元年度における当局の各種事業統計であり、特に断

りのない限り、令和２年３月 31日現在の数値を表す。

　本書に掲載する事項は、令和３年度における当局の各種事業統計であり、特に断

りのない限り、令和４年３月 31日現在の数値を表す。

千代田区、中央区、港区（ただし、台場を除く。）、
文京区、台東区及び豊島区
港区（ただし、台場に限る。）、墨田区、江東区、
品川区（ただし、東八潮に限る。）及び江戸川区

品川区（ただし、東八潮を除く。）、
目黒区、大田区、世田谷区及び渋谷区

荒川区、足立区及び葛飾区
新宿区、中野区及び杉並区

北区、板橋区及び練馬区




